
 

 

県職員及びそのご親族、ご友人様 

令和７年国勢調査 調査員を募集します！ 
                        愛知県県民文化局県民生活部統計課 

  
令和７年 10月１日を調査期日として「令和７年国勢調査」が実施されます。 

 愛知県では、約４万人の方に国勢調査員としてご活動いただき、各世帯を訪問し、調査
票の配布、回収の事務を行っていただきます。 
 従来は町内会の方などに国勢調査員になっていただいておりましたが、昨今、町内会の
役員の方などの高齢化や個人情報保護意識の高まり等により、国勢調査員としてご活動い
ただける方が大変少なくなっており、国勢調査員が不足する状況になっています。 
令和２年国勢調査では、予定する調査員数４万３千人に対し約３千人不足する中で調査

を実施せざるを得ない状況でした。 

そこで、県職員の皆様やそのご親族、ご友人の方に、ぜひ、令和７年国勢調査の国勢調
査員としてご活動いただきますようご協力をお願いします。 

 

 

  〇 国勢調査員は、総務大臣が任命する非常勤の国家公務員です。 

  〇 民間企業にお勤めの方、大学生の方もご活動いただけます（夕方以降や土日のみの活
動も、ご相談ください。）。 

  〇 ご活動いただく期間は、おおむね令和７年８月下旬～10月下旬頃の予定です。 

   （毎日活動するわけではなく、週 2・3日(曜日･時間帯指定なし)のイメージです。） 

  〇 報酬は、１～２調査区担当で約 50,000円～約 95,000円です。 

（１調査区当たり 40～70 世帯程度。担当調査区数･世帯数により金額が異なります。） 

県職員は、営利企業従事等の許可の手続きをし､報酬を受領してご活動いただきます。
（今後、県人事課から包括的な許可に関する通知があり、従事する方は職・氏名を報
告するだけの簡単な手続きの予定です。） 

  〇 応募資格は、次の要件を満たす方となります。 
◆原則として 20歳以上の方     ◆責任をもって調査事務を遂行できる方 
◆秘密の保護に関し信頼のおける方 ◆警察、選挙に直接関係のない方 
◆暴力団員その他の反社会勢力に該当しない方 
 

  

 

 

                

               

  １ 別紙１の募集市町村を確認し､｢愛知県電子申請･届出システム｣でお申込みください｡ 
⇒https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi 

２ 申込みいただいた内容を県統計課から該当市町村へ送付します。市町村から連絡が 
来ましたら個別に詳細事項（具体的な調査場所、受け持ち調査区数等）を御相談ください。 

  ３ 居住地以外の市町村への応募もできます(応募先の市町村で調査活動に従事します)。 
 

ぜひ、多くの方にご活動いただきますよう、何卒、よろしくお願いします。 

身分、活動期間、報酬等について 

応募方法について 

主な活動内容は、次のとおりです。 

１ 調査員説明会に参加、 ２ 担当地域の確認、 ３ 調査についての説明と調査書類の配布、 

４ 回答確認ﾘｰﾌﾚｯﾄの配布と調査票の回収、 ５ 回収した調査票の整理と提出 

世帯の方は、「インターネット回答」、「郵送提出」もできま
すので、全世帯の紙調査票を回収するわけではありません。 

報酬額ＵＰ！ 



 

 

 

 

 

Ｑ 調査を担当する地域には、配布等で何回くらい行く必要がありますか。 

Ａ ・担当する地域の確認（外観から把握）・・・２回程度 

  ・調査についての説明と調査書類の配布（原則、世帯に面会）・・・３回程度 

  ・回答確認リーフレットの配布（面会不要。ポスティング）・・・１回程度 

  ・回答のない世帯に再度配布（原則、世帯に面会）・・・３回程度 

  合計で、９回程度です。 

  ただし、マンション１棟のみの調査区、戸建てが多く担当地域の面積が広い調査区など、

担当する地域により状況は異なります。 

 

Ｑ 活動期間はいつ頃ですか。 

Ａ ・８月下旬頃～、調査員説明会へ出席します。その後､担当する地域の確認を行います。 

・９月下旬に、世帯を訪問し、調査についての説明と調査書類の配布をします。 

・10 月初旬に、回答確認リーフレットの配布をします（面会不要。ポスティング）。 

・10 月中下旬に、回答のない世帯に再度配布をします。 

 

Ｑ 平日の勤務時間外や土日しか活動できませんが大丈夫ですか。 

Ａ 仕事をしながら調査活動をされている方はたくさんいます。 

  多くの市町村でも、仕事をされている方向けに、平日の時間外での「調査員説明会」や

「調査票の提出の受付」も行っています。別紙１に各市町村の詳細やコメントが書いてあ

りますのでぜひご覧ください！ 

 

たくさんの方の応募をお待ちしています！ 

「愛知県電子申請・届出システム」でお申込みください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ご不明な点等ありましたら、いつでもお問合せください。 

担当 愛知県県民文化局県民生活部統計課 

人口統計グループ 

電話 ０５２－９５４－６１１６（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

内線 ２３４３、２３４５、２３５３、２３５５ 

 

よくある質問 FAQ 

 

お申込みはこちらから！ 

愛知県電子申請･届出ｼｽﾃﾑ 


